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序文 

この規格は，2014 年に第 3 版として発行された ISO/IEC Guide 50 を基に，技術的内容及び構成を変更

することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

0.1 使用者 

この規格は，規格，仕様書及び類似の出版物を作成又は改正する専門家に対して提供するもので，特に，

設計者，建築家，製造業者，サービス提供業者，教育者，通信業者，政策立案者などに対し，有用となり

得る重要な背景情報を配慮している。 

この規格は，特定の規格がない場合，監査人及び安全検査員に対して有用な情報も提供する。 

0.2 作成理由 

傷害の防止は，社会全体で共有すべき責任である。課題は，子どもが死亡又は重傷を負う可能性を最小

限に抑えることが実現できるように，製品（以下，製品という。それは，製造物，その包装，プロセス，

構造物，据付け，サービス，構築されている環境，又はこれらのいずれかの組合せが含まれる。）を作成す

ることである。この課題の重要な点は，安全性と子どもが刺激的な環境を探索し，学習する必要性とのバ

ランスを取ることである。傷害防止は，設計，技術，製造管理，法規，教育及び自覚の促進によって対処

できる。 

0.3 子どもの安全との関連性 

多くの国々で，幼児期から思春期にかけての子どもの傷害が，死亡及び障がいの主要原因となっており，

子どもの安全は，社会が重視すべき問題である。WHO/UNICEF 合同の子どもの傷害の防止に関するワー

ルドレポート[26] は，不慮の傷害を 5 歳以上の子どもの主な死亡原因であると特定している。毎年 830 000

人を超える子どもが交通事故，溺水，やけど，落下及び中毒で死亡している。 

子どもは，リスクを経験したり認識することなく，生来の探索心を抱いて大人の世界に生まれてくる。

子どもは，必ずしも意図されたものではないが，必ずしも“誤使用”とはいえない方法で，製品を使用し

又は周辺環境との関わり合いをもつことがある。その結果，傷害を負う潜在的な可能性は，特に幼児期か

ら思春期にかけて大きくなる。子どもを見守ることで，常に大きな傷害を防止又は最小限にできるわけで

はない。したがって，しばしば，追加的な傷害防止の戦略が必要になる。 

子どもの傷害を防ぐための戦略を検討する際には，子どもが小さな大人ではないという事実を認識しな

ければならない。子どもの傷害に対するぜい（脆）弱性及び子どもの傷害の性質は，大人のそれとは異な


